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第第第４４４章章章   施施策策のの展展開開  

１１    自自転転車車のの走走行行環環境境のの向向上上（（ははししるる））  

１ 自転車走行空間の確保 

歩行者に配慮した、自転車が安全で快適に走行できる空間の確保の着実な推進に取り組みま

す。 

 

（１） 自転車走行ネットワークの構築 重点施策１  

安全で使いやすく連続した自転車の走行環境を形成するためには、走行路線のネットワーク化を

図ることが必要です。社会実験の実施や自転車ワークショップの開催など、利用者の意見を取り入

れ、区間ごとの自転車通行量、走行速度等の検証を踏まえて、日常的な自転車利用を想定した自

転車走行ネットワークの構築について検討します。自転車走行空間においては、カラー舗装等によ

る走行箇所の明示やルート案内、注意喚起等による情報提供の充実、ルートマップによる周知を図

り、安全で快適な自転車利用を促進します。 

 

ネットワーク構築にあたっての具体的方針 

中心部への主要アクセス路線、並びに中心部における主要施設間を連絡する主要路線

（自転車軸）を結ぶネットワークについて、連続性を意識し、自転車通行量の多い箇所

やネットワークが途切れている箇所を抽出し、優先すべき路線について整備・検討しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１ 現状の自転車ネットワーク 
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資料）松山市総合交通戦略 

図 ４.１ 自転車ネットワーク検討箇所（案） 

 

 
資料）松山市総合交通戦略 

図 ４.２ 自転車ネットワークについての考え方（中心部） 

①路肩が狭い

路肩のカラー化検討

歩道内の自転車・歩行者分離検討

幅広路肩の整備検討

道路空間の再配分検討

道路管理者
の見解

工事中の路線

自転車歩道通行可の路線

凡　例

②自転車と自動車が並走

 

路肩が狭い 

自転車と自動車が並走 
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資料）NPO法人まちづくり支援えひめ 

図 ４.２ 自転車ネットワークの利用を促進する自転車マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所 

図 ４.３ 市民ワークショップで作成した自転車走りやすさマップ 
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（２） 自転車走行環境の整備 重点施策２  

既存の道路において、自動車、自転車、歩行者の通行空間の再配分を検討し、快適で安全に

走行できる空間を創出します。 

道路空間の再配分による車道の減幅や、バス優先レーン・副道の活用など、自転車走行空間設

置の可能性を検討し、社会実験による効果の検証・課題の確認等を経て、実現化を目指します。 

また、新たに道路整備を行う場合においても、自転車走行空間の確保を図ります。 

 

自転車走行空間の整備に向けた具体的方針 

車道を減幅し、歩道を拡幅することにより、歩行者と自転車の動線の輻輳を避けるほ

か、沿線商業施設のための荷捌きスペースやタクシーベイの設置による安全で快適な移

動空間の確保、また電線類地中化や放置自転車等の抑制により、良好な景観の形成を進

めるため、地域の関係者の意見をふまえ、整備・検討を進めます。 

 

【具体的な検討箇所】 

・二番町通り 

・花園町通り 

・中之川通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

二番町通り 
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図 ４.４ 道路空間再配分を行った例（ロープウェイ通り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.５ 中之川通りの整備イメージ 
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（３） 安全な自転車走行空間の確保 その他の施策  

歩行者と自転車が安全で通行しやすい道路空間の形成に向け、路側帯のカラー化や新たな規

制の検討、走行ルールの徹底などを警察等関係行政機関と連携して取り組みます。また、広幅員

の歩道が確保できる箇所等においては、歩行者の安全性等を検証した上で、自転車の歩行者空

間の走行許可についても検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車道の整備の例（平和通り） 
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２ 自転車利用環境の充実 

自転車の魅力をさらに高められるよう、駐輪場案内サービスやレンタサイクルシステム等、より

便利で気軽に自転車を利用できる環境づくりに取り組みます。 

 

（１）  駐輪場案内サービスの充実 その他の施策  

自転車利用者を駐輪場に誘導するため、駐輪場案内サービスの充実を図ります。サービスの充

実に向け、禁止区域指定にあわせた路面標示、既設案内板の表示内容の更新、新設案内板の設

置、駐輪場案内マップの作成・配布等に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.６ 既存の駐輪場案内マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大街道での周辺駐輪場マップ付きポケットティッシュ配付 
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（２） 駅や観光拠点を結ぶレンタサイクルの拡充 その他の施策  

市民が自転車を共同で利用したり、観光客が移動手段として自転車を便利に利用できるよう、鉄

道駅や主要な商業施設・観光拠点を結ぶレンタサイクルシステムの拡充について検討します。 

検討にあたっては、既存の観光レンタサイクルの時間延長やポートの追加などに配慮し、社会

実験による検証結果等を踏まえて着実な実現を目指します。 

 

 [松山市内でのレンタサイクル運営状況] 

区分 図番 名称 料金 営業時間帯 休日 備考 

市営 

１ 道後駅前観光レンタサイクルポート 

300円／日・回 

8：30～17：00 

年中無休 
ボート間の乗り捨て

自由 

２ 松山城観光レンタサイクルポート 

３ 大街道観光レンタサイクルポート 
1月 1日 

４ 松山駅前観光レンタサイクルポート 

民営 

５ サイクルステーション・モンキーズ 7：00～0：00 1月 1日  

６ 四鉄運輸レンタサイクル 8：50～18：30 年中無休 
乗り捨て不可、保険

なし 

資料）松山市、久保豊ビル HP、JR四国 HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料）平成 21年度 松山市ｺﾐｭﾆﾃｨサイクル実証実験報告書 

図 ４.７ 松山市内のレンタサイクルポート 
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２  駐輪スペースの確保（とめる） 

１ 既存駐輪場の利用促進 

既設駐輪場を有効利用するため、自転車利用者の利用形態や利用時間等のニーズを反映し

た利用促進策を推進します。 

 

（１） 大街道駐輪場の運営方法の見直し 重点施策３  

市営大街道駐輪場の営業時間延長および短時間無料料金制等を試行実施してきましたが、そ

の効果を検証します。 

また、他の民間駐輪場の運営状況等を踏まえ、営業時間の変更や利用時間帯、駐輪場所に応

じた利用料金の区別化等、効率的で利便性の高い運営方法を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.８ ブロック別放置自転車台数（再掲） 

 

 

 

（平日） 

放置自転車台数が夜間
にピークとなるエリア
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（２） 大街道駐輪場の改修 重点施策４  

中心部では、路上占有面積の大きい自動二輪車・原付の放置が 3 割以上を占め、安全な通行

を阻害しているため、大街道駐輪場に電動スロープを設置し、原付・バイクの駐輪スペースを広げ

ます。 

また、24 時間営業を見据えた料金体系の見直しや人件費の削減等による運営効率化を図るた

め、電磁式の自転車ラックの設置など、利用しやすい駐輪場への改修を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大街道駐輪場のスロープ（現状）           大街道駐輪場の原付スペース（現状） 

（３） 民間駐輪場との連携 その他の施策  

市営大街道駐輪場と民間駐輪場との連携を図り、買い物客等の回遊性を高め、駐輪場利用を

誘導できる施策の検討や、駐輪場利用による盗難防止効果等のメリットについての広報を行うこと

により、駐輪場の利用促進を図ります。 

また、既存の駐輪スペースを有効活用するため、利用者ニーズに対応した駐輪場運営ができる

よう、民間駐輪場の運営支援策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.９ 民間の有料駐輪場の利用者を対象に市営駐車場を無料とする試行を知らせるチラシ 
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２ 新規駐輪場の確保 

駐輪需要に応じ、新規の駐輪場の整備を検討するほか、民間駐輪場の整備を促進するため、

補助要件の見直しを検討します。 

 

（１） 一般公共用駐輪場の整備 重点施策５  

これまで一般公共用駐輪場の整備については、松山市による整備だけでは駐輪場用地の確保

が困難なこと、財政負担が莫大になることから、駅前や中心市街地に土地をもつ民間の活力を活

用した民営駐輪場の建設を促進してきました。 

今後も、民間による駐輪場整備を促進するため、整備しやすい条件や環境について検討するほ

か、安全性を確保すべき緊急性の高い地域については、公共空間や路上等を活用し、行政と民

間の役割分担のもと、新規駐輪場の整備を図ります。 

1) 中心市街地等での小規模分散型駐輪場整備 

中心市街地の商店街周縁部においては、商業振興施策と連携し、空きスペースや平面駐

車場の一部借り上げ、商店前スペースを活用するなど、小規模分散型の駐輪場整備を検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

商店前スペースを活用した駐輪場の例 

2) 路上空間の活用 

道路空間再配分による自転車走行空間の確保や歩道の拡幅にあわせ、安心で安全な歩

行空間の確保や景観への配慮を十分に行った上で、附置義務駐輪場など恒久的な駐輪ス

ペースが整備されるまでの間、暫定的な路上スペースの設置を検討します。加えて、利用時

における料金設定（有料・無料）、利用時間など、路上スペースを利用する上でのルールに

ついても検討します。 

 

路上空間を活用した駐輪場の例（道後温泉駅前路上駐輪場） 
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3) 施設駐輪場の一般開放 

建物を新築・増築する際には、条例により、最低限設置すべき駐輪台数が義務付けられて

いますが、再開発等による建築物新築の際、附置義務台数分を超える駐輪場の整備を支援

することで、施設利用者以外の一般利用者にも開放される駐輪スペースを確保し、利便性の

高い駐輪環境の構築を図ります。 

 

 

施設駐輪場の一般開放の例（河原学園駐輪場） 

 

4) ＪＲ松山駅周辺整備にあわせた駐輪場整備 

ＪＲ松山駅周辺整備により発生する駐輪需要については、附置義務による容量確保を図る

とともに、高架下等のスペースを活用した駐輪場整備について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１０ JR松山駅前付近連続立体交差事業（イメージ） 
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5) 駐輪場建設・管理運営手法の検討 

経済状況が低迷する中、民間事業者単独では、駐輪場の整備に係る建設初期投資費用

の捻出や健全な経営を継続することは難しい状況にあります。このため、商店街等地域の共

同出資による駐輪場整備運営方式の公費支援を検討することや、民間による整備が難しい

地域については、緊急性や経済性を検証した上で、公設民営方式などによる、地域の実情

に合った役割分担・協働による整備手法について検討します。 

 

 

（２） 民間駐輪場への補助見直し 重点施策６  

中心部の未利用スペースを活用することにより、実現性が高く、かつ比較的コストが抑えられる

小規模分散型駐輪場の整備を促進するため、現行の建設費補助制度の要件緩和や管理運営費

用の助成制度の導入など、民間駐輪場への補助見直しについて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１１ 民間駐輪場の設置促進箇所（案） 

 

[補助制度見直しの方向性] 

見直しの必要性 対策（案） 想定される効果 

中心部ではまとまった用地の取得が

困難だが、小規模な低未利用地が存

在する 

現行の建設補助（最低規模

要件 100 台以上）の要件引

き下げ 

空き店舗の活用や駐車場の

転用による小規模分散型駐

輪場の増加 

維持管理費用の負担が大きく、民間

が積極的に駐輪場事業に参入でき

ない 

管理運営費補助制度の創

設 

民間駐輪場経営へのインセ

ンティブ 

 

 

 

小規模分散型駐輪場の整

備促進地区

    駐輪場 

休日 15時（中心部） 

小規模分散型駐輪場

の整備促進地区 
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３ 公共交通との連携 

鉄道駅やバスターミナルなどの交通結節点からの自転車利用の利便性を高めるため、鉄道事

業者と協力して駅やバス停の駐輪場整備を促進し、公共交通との連携の向上を図ります。 

 

（１） 駅やバス停における駐輪場整備 重点施策７  

公共交通利用者の駐輪需要に対応するため、既存駐輪場から自転車等があふれている駅や交

通結節点の拠点駅を優先的に、交通事業者と協力して駐輪場整備を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐輪場整備の例（山西駅）  サイクルアンドバスライド駐輪場の例（東石井バス停） 

 

（２） 既設駐輪場の利用適正化 その他の施策  

駅やバス停に併設された駐輪場では、運行のない深夜にも長期間にわたって放置されている自

転車が駐輪スペースを占有し、駐輪場容量を上回る駐輪台数がみられることから、既設スペースを

有効に活用するため、鉄道事業者による適切な維持管理体制の確立を促進します。 
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４ 附置義務の見直し 

駐輪需要のある建築物所有者に対し、規模に応じた駐輪場の設置責任を求める附置義務につ

いて、適切な見直しを検討します。 

 

（１） 附置義務制度の見直し 重点施策８  

現行基準により附置義務駐輪場の整備を進めるとともに、通勤等を目的とした駐輪需要に対応

するため、新たに事務所系用途および官庁の建物への附置義務を追加するなど、附置義務制度

の見直しを行います。 

また、条例の適用による附置義務駐輪場の整備状況や地域の実情等を考慮し、商業系施設へ

の基準の見直し等、ニーズに即した附置義務のあり方を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
附置義務基準を 70㎡につき１台とし、最低確保台数 20台となるよう施設規模を 1,400㎡以上とした場合の附

置義務確保台数を試算すると、対象範囲内で約 6,500台、中心部で約 5,000台が確保されることになる。 

 

【前提条件】 

範  囲：現在の附置義務対象範囲（商業地域・近隣商業地域・放置禁止区域）  

対象用途：事務所用途の建物 

現在と同じ規模の建物が建替えられると想定 

算定方法：施設規模 1,400㎡以上、附置義務基準 70㎡に１台 

現行附置義務基準と同様に 5,000㎡以上の建物には緩和措置を適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討ケース 事務所用途建物 

面積要件 1,400㎡を超えるもの 

附置義務基準 70㎡に 1台 

附置義務 

対象範囲 

対象建物数 約 140棟 

対象床面積 約 503,000㎡ 

附置義務台数 約 6,500台 

中心部 

対象建物数 約 110棟 

対象床面積 約 422,000㎡ 

附置義務台数 約 5,000台 

【附置義務条例の見直し内容（平成２３年度予定）】 

・事務所（官公署含む）を附置義務対象施設に追加 

・設置台数における自転車・原付の割合を７：３に定める 

・既存不適格建築物への努力義務を追加 

・隔地駐輪場までの歩行距離規程をおおむね１００ｍから２５０ｍに延長 

・附置義務駐輪場の位置および利用方法の表示義務 
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５ 駐輪スペースの確保の考え方 

中心部においてはエリア単位での面的な駐輪場整備、周辺部や郊外部では、交通結節点での

駐輪場整備を地域事情を考慮しながら進め、駐輪スペースの確保を図ります。 

 

（１） 中心部での面的整備と周辺部・郊外部の拠点整備 

路上駐輪が集中する中心市街地及び駅周辺については、地区ごとの状況を踏まえ、面的一体

的に駐輪場の確保に取り組みます。また、周辺部および郊外部については、主要な駅周辺におけ

る端末交通手段としての自転車利用を促進する拠点としての整備を行います。 

こうした考え方は、都市機能や居住地が集積した「都市拠点」と周辺部や郊外部の主要駅を中

心とする「交通拠点」を結ぶ「交通軸」を強化し、本市が目指す集約型のまちづくりを、自転車利用

の面から支えるものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心部 

【面的整備】 

中心部内どこでも

とめやすい環境の

形成 

周辺部・郊外部 

主要な駅周辺における端末交通手段として

の自転車利用を促進する拠点 

 

図 ４.１２ 集約型都市構造を自転車利用の面から支える駐輪場整備の考え方 
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（２） 中心部における駐輪場整備の考え方 

路上駐輪が集中する中心市街地および駅周辺を、駐輪場を優先整備する地域とし、地区ごとの

自転車の利用特性、需給バランスに応じた駐輪スペースを面的に検討していきます。 

特に、既設駐輪場の有効利用、放置禁止区域の周縁における駐輪スペースの新規確保を最優

先課題として取り組みます。 

需給量については、将来的には附置義務による供給量の増加が見込まれますが、各地区の駐

輪スペース確保の方針に基づき、可能な場所から整備を行っていきます。 

[中心部における駐輪場整備の考え方] 

地区 地区の特性 スペース確保の方針 
需要量 

（台） 

供給量 

（台） 

（不足量） 

（台） 

実施 

主体 

Ｊ Ｒ松山駅周

辺地区 

・通勤・通学の端末利用が多い 

・周辺開発が予定されている 

・駅周辺開発に合わせた駐輪場整

備 

・附置義務によるスペース確保 

1,662 2,558 － 

行政 

鉄道事業者 

施設設置者 

市駅周辺 

地区 

・通勤等長時間駐輪と買物等短時

間駐輪の需要が混在 

・花園通り、市駅周辺、銀天街アー

ケードと交差する道路上への駐

輪が非常に多い 

・既設駐輪場の有効利用 

・附置義務によるスペース確保 

・路上駐輪場の検討（花園町通り・

中之川通り） 

・共同駐輪スペースの設置検討 

2,853 1,801 1,052 

行政 

鉄道事業者 

施設設置者 

商店街等 

市役所 

周辺地区 

・通勤による特定の道路上への長

時間駐輪の需要が多い 

・駐輪場容量の不足が大きい 

・附置義務によるスペース確保 

・路上駐輪場（二番町通り、花園町

通り） 

3,029 1,650 1,379 
行政 

施設設置者 

ロープウェー 

周辺地区 
・買物等の短時間駐輪需要が多い 

・附置義務によるスペース確保 

・共同駐輪スペースの設置検討 
150 0 150 

施設設置者 

商店街等 

大街道・銀天

街周辺地区 

・通勤等長時間駐輪と買物等短時

間駐輪の需要が混在 

・路上放置が多い一方、周辺駐輪

場の収容台数には余裕がある 

・放置自転車が面的に分布し、特

に夜間に増加する 

・既存駐輪場の有効利用 

・路上駐輪場の検討（二番町通り） 

・デッドスペース活用等小規模分

散型駐輪場の整備 

・共同駐輪スペースの設置検討 

3,591 2,905 686 

行政 

民間事業者 

商店街等 

道後地区 ・特定の道路上に駐輪が集中 

・附置義務によるスペース確保を

促進 

・共同駐輪スペースの設置検討 

364 188 176 施設設置者 

資料）松山市自転車等駐輪場整備計画（平成 22年）および平成 22年 11月実態調査結果をもとに作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大街道・銀天街周辺地区市役所周辺地区

市駅周辺地区

ロープウェー周辺
地区

ＪＲ松山駅周辺地区

道後地区
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（３） 周辺部・郊外部における駐輪場整備の考え方 

周辺部・郊外部においては、主要な駅に駐輪場を設置し、端末交通手段としての自転

車利用を促進します。 

郊外鉄道駅における駐輪場の現状は以下の通りであり、おおむね駐輪場は設置されて

いますが、端末交通手段としての自転車等利用者が多く駐輪場容量が十分でない駅や、

交通結節点の拠点駅を優先的に、駐輪場整備を実施・検討します。 

また、バス停においても、道路空間の状況等を踏まえ、駐輪場整備を実施・検討しま

す。 

［各駅における駐輪場の整備状況］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者数 利用者数
（百人/日） （百人/日）

大手町駅 25 - - 土橋駅 9 ○ 無
古町駅 25 ○ 無 土居田駅 18 ○ 一部有
衣山駅 19 ○ 無 余戸駅 23 ○ 一部有
西衣山駅 11 ○ 無 鎌田駅 9 ○ 有
山西駅 26 ○ 一部有 木屋町電停 7 ○ 有
三津駅 20 ○ 有 道後温泉駅 32 ○ 一部有
港山駅 4 ○ 無 浅海駅 3 － －
梅津寺駅 4 ○ 無 大浦駅 0.5 － －
高浜駅 15 ○ 無 伊予北条駅 33 ○ 無
石手川公園駅 5 － － 柳原駅 2 ○ 無
いよ立花駅 21 ○ 無 粟井駅 8 － －
福音寺駅 14 ○ 無 光洋台駅 2 ○ 無
北久米駅 13 ○ 有 堀江駅 6 ○ 無
久米駅 26 ○ 無 伊予和気駅 9 ○ 無
鷹ノ子駅 11 ○ 有 三津浜駅 12 ○ 無
平井駅 12 ○ 無 松山駅 155 ○ 一部有
梅本駅 14 ○ 有 市坪駅 6 ○ 無

駐輪場：平成23年1月時点、伊予鉄利用者数：H20年度、JR利用者数：H19年度

横河原線

高浜線

郡中線

ＪＲ

市内線

屋根の有
無

路線 駅名
駐輪場の
有無

路線 駅名
駐輪場の
有無

屋根の有
無

浅海

大浦

伊予北条

柳原

粟井

光洋台

堀江

伊予和気

三津浜

衣山

松山

市坪

高浜

梅津寺

港山

三津

山西

西衣山 古町

大手町
松山市

石手川公園
いよ立花

福音寺
北久米

久米
鷹ノ子

平井

梅本

土橋

土居田

余戸

鎌田

道後温泉
木屋町

浅海

大浦

伊予北条

柳原

粟井

光洋台

堀江

伊予和気

三津浜

衣山

松山

市坪

高浜

梅津寺

港山

三津

山西

西衣山 古町

大手町
松山市

石手川公園
いよ立花

福音寺
北久米

久米
鷹ノ子

平井

梅本

土橋

土居田
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整備予定駅

整備検討駅


